
 

 

 

 

 

 

（福井県小規模事業経営支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．【夜間延長相談】 

  期間：平成２９年１２月１日（金）～１２月２８日（木） 
        ※ただし、上記期間中の土・日・祝日は除きます。 
 

 

 

 

 

 

２．【セミナー（年末調整実務対策講座）】 

  日時：平成２９年１２月５日（火）１４時～１６時 

  会場：敦賀商工会館 ２階会議室 

  講師：北陸税理士会 敦賀支部 税理士 金森 文質 氏 

  内容：■平成 29 年分年末調整における改正点 
      ①給与所得控除額の改正 ②給与支払事務所等の移転届出書に関する改正 

■年末調整の仕方 
      ①年末調整の手順 ②年税額の計算と復興特別所得税の計算 ③所得税徴収高計算書の記載方法 

        ④給与支払報告書（総括表）と法定調書合計票の書き方 

        ⑤超過額や誤納額が発生した場合の処理方法  

⑥扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載について 

■平成 30 年からの改正点 
      ①配偶者控除 及び 配偶者特別控除に関する改正 
 

３．【年末特別相談会】 

  日時：平成２９年１２月７日（木）１０時～１６時 

  会場：敦賀商工会館 各会議室 

  詳細：あらゆる経営課題について、専門家を配置し、ワンストップで解決！！ 
分 野 詳 細 相談員 

資金繰り 無担保・無保証・低金利のマル経融資 等 ㈱日本政策金融公庫、当所経営指導員 

年末調整・税務 経理全般／消費税／節税対策 等 北陸税理士会 敦賀支部 税理士 金森 文質 氏 

法律・契約等 売掛金の回収等取引トラブル／詐欺 等 上野 進法律事務所 代表 上野 進 氏 

人事・労務等 賃金･給与規程／就業規則／労使関係 等 竹越社会保険労務士事務所 代表 竹越 一智 氏 

新商品開発・販路開拓等 新商品開発／各商談会の活用手法 等 福井県よろず支援拠点 ﾁｰﾌｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 酒井 恒了 氏 

補助金活用 等 各補助金申請に向けた事業計画書作成等 当所 経営指導員 

 

 

～経営課題解決に向けた～ 

内 容

年末を迎えるにあたり、企業の皆様におかれましては、年末調整に向けた対策・買掛金等

の資金繰り・来年に向けた新商品開発・労務関係 等々、様々な対策や実務が発生します。 

そこで、当所では年末に向けて、皆様の経営課題解決に向けた「夜間相談」「セミナー」 

「相談会」を実施致します！！この機会に是非ともご活用下さい！！ 

厳しい経済環境の中、今後の円滑な企業経営を支えられるように当所の相談員が事業

所に出向いて、現在抱えておられる課題や今後取り組みたいことなど、状況に応じて専

門家相談等も交えての個別相談をいたします。 

 尚、日中ご多忙な方は、事前にご連絡を頂ければ午後８時まで訪問等の対応をいたし

ます。 

 

 

申し込み方法等につきましては、裏面をご覧ください。 

 



 

「夜間延長相談」「セミナー（年末調整実務対策講座）」「年末特別相談会」申込書 

 

 

 

 

 

 

１．夜間延長相談 

事業所名  T E L  

代表者名  F A X  

担当者名  
訪問希望の

時 間 帯 
時頃 

【相談内容】相談内容の概略について、ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

２．セミナー（年末調整実務対策講座） 

事業所名  T E L  

代表者名  Ｆ Ａ Ｘ  

受講者名    

年末調整

に関す る

理 解 度 

理解している  ・  概ね理解している  ・  あまり理解していない  ・  全く理解していない 

※いずれかに○印を付けて下さい（当日の講座内容の参考にさせて頂きます） 

 

３．年末特別相談会 

事業所名  T E L  

担当者名  Ｆ Ａ Ｘ  

【相談分野】 下記の□にレ印を付けてください（複数の相談でも構いません） 

□資金繰り（一日公庫）  □年末調整・税務等  □法律・契約等  □人事・労務等  □新商品開発・販路開拓等  □補助金申請等 

 

【希望時間】 （   時   分頃）※申込状況により、ご連絡により調整させていただくことがあります。 

【相談内容】相談内容の概略について、ご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

敦賀商工会議所 中小企業相談所 （本件担当：川端・宮下） 

TEL ２２－２６１１ FAX ２４－１３１１ Email Tcci_Soudan@tsuruga.or.jp 

[所在地：〒914-0063 敦賀市神楽町２丁目１番４号] 

 

ご希望する事業の申込書にご記入の上、当所まで FAX（２４－１３１１）及び 郵送

にてお申込下さい。なお、全ての事業へのお申込も可能となっております。 

お問い合わせ先 


